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答申第１８４号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

審査請求人は、平成２３年１１月４日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県警察本

部長（以下「実施機関」という。）に対し、「奈良県高田警察署の警察官が発行した

交通違反点数票の内、補正、是正、誤記等により記載内容の修正を行ったもの。（平

成２２年１１月～平成２３年１０月発行分）」の開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成２３年１１月１８日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として、

「報告票（平成２２年１１月～平成２３年１０月分）」（以下「本件行政文書」とい

う。）のとおり特定した上で、行政文書不開示決定（以下「本件決定」という。）を

行い、次の開示しない理由を付して、審査請求人に通知した。

開示しないこととした理由

条例第７条第２号に該当

特定の個人を識別することができるものであり、警部補以下の階級にある警

察官及びそれに相当する職員の氏名及び印影は、慣行として公にされ、又は公

にすることが予定されていないため。

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため又は特

定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利

利益を害するおそれがあるため。

条例第７条第４号に該当

交通取締りに関する情報であって、公にすることにより、交通指導取締りの

年間水準等が類推できるなど、交通違反の助長又は誘発につながるおそれがあ

るほか、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

条例第７条第６号に該当

交通取締業務に関する情報であり、公にすることにより、交通指導取締りの

年間水準等が類推できるなど、将来交通指導取締りの目的が達成できなくなり、

又は公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるなど、当該事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるため。
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３ 審査請求

審査請求人は、平成２３年１１月２０日、本件決定を不服として、行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第５条の規定に基づき、実施機関の上級行政庁である

奈良県公安委員会（以下「諮問実施機関」という。）に対し、本件決定の取消しを求

める審査請求を行った。

４ 諮 問

平成２３年１２月１５日、諮問実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県

情報公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を

行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

原処分を取り消し、当該行政文書（条例第７条第２号に該当する部分を除く。）を

開示せよとの裁決を求める。

２ 審査請求の理由

開示請求した行政文書は、報告書の全てではなく、記載内容の修正を行ったものに

限っている。したがって、これらの限定的な情報から交通取締りの年間水準等を類推

することは非常に困難である。

また、審査請求人としては、報告票の修正箇所及び修正理由が推測できるものを知

りたいのであって、このような情報を開示したとしても交通取締業務の支障となるこ

とは考えられないことから、実施機関が一部開示決定を行わず、全部不開示としたの

は裁量権の濫用であり、不開示決定を取り消すべきである。

第４ 諮問実施機関の説明要旨

諮問実施機関が、理由説明書及び口頭理由説明において説明している本件決定の理

由は、おおむね次のとおりである。

１ 理由説明書

（１）開示請求に係る行政文書の性格

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「道交法」という。）に規定され

た違反行為のうち、道交法第７１条の３に規定された座席ベルト装着義務違反、道

交法第７１条の３第３項に規定された幼児用補助装置使用義務違反及び道交法第７

１条の４に規定された乗車用ヘルメット着用義務違反については、道交法第８章の

定める罰則の対象とはなっておらず、したがって、道交法第１２５条第１項の定め

る反則行為にも該当しないことから、警察官が違反を現認等した場合、点数切符に

よる処理となる。

審査請求人が求める行政文書は、奈良県高田警察署管内における前記違反の取締

りに伴って作成された点数切符のうち、所属において保管されている一定の期間分

の報告票のうち、修正等がなされたものである。

（２）条例第７条第２号の該当性
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報告票については、前記のとおり違反者の人定事項が記載され、これら個人に関

する情報は特定の個人を識別できるものであり、本号に該当する。

さらに、告知者の氏名及び報告書の作成者氏名のうち、警部補、巡査部長、巡査

の階級にある者の氏名については、氏名を慣行として公にされ、又は公にすること

が予定されていない職員であることから、本号に該当する。

（３）条例第７条第４号及び第６号の該当性

違反日時・場所については、これを公にすることにより、警察が行う交通指導取

締りの時間的な取締り体制の軽重や、取締りを実施する場所が明らかとなり、検挙

件数の少ない場所及び時間帯における交通違反行為を助長し、又は誘発するおそれ

があるほか、取締りを免れようとする者にとっては極めて有利な情報となるから、

前述の条例第７条第２号の他、同条第４号に該当し、交通指導取締りという警察の

業務に支障を及ぼすとして同条第６号にも該当する情報である。

奈良県内の警察署は１５署であり、大都市と比較した場合、警察署の管轄区域を

比較的容易に知ることができ、所属別、違反種別の取締り件数を公開することによ

り、所属ごとの取締り体制の強弱、取締り対象となる交通違反が明らかとなり、取

締り体制の弱い警察署管内での交通違反行為、又は検挙件数の少ない交通違反行為

を助長し、又は誘発するおそれがあるほか、取締りを免れようとする者にとっては

極めて有利な情報となることから、奈良県警察が一般に公開している「交通年鑑」

においても、年別、違反種別の取締り総件数については公表しているが、所属や地

域別の詳細な統計資料については公表していない。

したがって、所属別の取締り件数は、条例第７条第４号に該当し、また、交通の

取締りは警察の業務であることから、同条第６号にも該当する情報である。

審査請求人は、全体の報告票のうちの一部に限定しているに過ぎないと主張する

が、仮に上記不開示情報を除いた情報を条例第１１条第１項に基づいて一部開示し

たとすれば、限定的ではあるが報告票の枚数が公となり、その後に審査請求人が修

正されていない報告票の開示を請求さえすれば、結果的に特定所属における取締り

件数という情報を公にすることになる。

このことについて審査請求人は、審査請求書において「交通取締りの年間水準を

類推することは非常に困難」と主張しているが、前述のとおり、審査請求人をして

特定所属における取締りの年間水準を特定することは極めて容易であり、報告書の

一部を開示することは、取締り件数を公にすることと同義なのである。

以上のことから、条例第７条第４号及び第６号に該当する取締り水準という情報

を公にすることになることから、対象行政文書を報告書と特定した上で、本件決定

を行ったものである。

（４）結語

以上のことから、実施機関が行った本件決定は妥当なものであり、審査庁である

公安委員会としては、本件決定について原処分維持が適当と考える。

２ 口頭理由説明

本件開示請求において審査請求人の言う「交通違反点数票」について、実施機関は

「交通違反点数切符」、いわゆる白切符のうち報告票を特定した。

白切符については、平成２３年中に県下で約４万枚作成されているが、各所属にお
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いて誤記等により訂正された切符と誤記等のない切符とを区別することなく保管され

ており、また訂正箇所がある切符の枚数を集計した文書は、事務処理上作成する必要

性がないため保有していない。

また、開示請求者が求める「白切符のうち、記載内容の変更を行ったもの」を開示

すると、次に「白切符のうち、記載内容の変更を行っていないもの」との内容で開示

請求された場合、結果的に各所属別の白切符の告知件数という不開示情報が判明する

ことになる。

よって、保有する文書の枚数を答えるだけで不開示情報が公になることから、文書

名を特定した上で全部不開示とする決定を行ったものである。

なお、所属別の取締り件数や違反別の詳細な件数が条例第７条第４号及び同条第６

号に該当することについては、第１５９号諮問事案で御審議いただいたとおりである。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の

県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。

しかし、この行政文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等

の権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しな

いことに合理的な理由がある情報を不開示情報として、条例第７条に規定している。

これらの条例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に沿って客観的に判

断する必要がある。

したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件行政文書が、不開示情報

を規定する条例第７条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断す

るとともに、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。

２ 本件行政文書について

本件行政文書は、奈良県高田警察署の警察官が平成２２年１１月から平成２３年１

０月までの期間に作成した交通違反点数切符のうち、記載内容の変更が行われたもの

に係る報告票である。交通違反点数切符は複写式となっており、報告票は、違反を告

知した警察官が所属長に報告し、当該所属において保管されるものである。

本件行政文書には、交通違反の取締りを行った場合の違反者の氏名、住所等違反者

個人の情報及び違反の日時、場所、違反行為の内容等が記載されている。

３ 条例第７条第４号該当性について

条例第７条第４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の

維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施

機関が認めることにつき相当の理由がある情報」については、不開示とすることを定

めている。
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諮問実施機関は、本件行政文書に係る情報について、条例第７条第４号に該当する

としているので、以下検討する。

報告票は、交通違反告知を行う際に作成されるものであることから、報告票の枚数

は、点数切符により処理された交通違反の件数を表すこととなる。

諮問実施機関は、報告票の一部分でも開示すれば、その枚数が明らかになり、当該

枚数は特定の所属における交通違反の件数を表すことから、これによって当該所属に

おける取締り体制の強弱、重点的に取り締まる違反種別等が明らかになり、公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、報告票全体を不開示とする必要が

あると説明している。

この点について、本件開示請求は、特定の警察署を名指ししたものであることから、

開示された文書の枚数は、当該警察署において処理された交通違反の件数を表すこと

になると認められる。さらに、本件開示請求のように補正等がなされた報告票につい

て一部開示決定を行い、別途、補正等がなされなかった報告票について開示請求がな

された場合にも一部開示決定を行うことになれば、それらの枚数を合計することによ

り、特定の所属において点数切符により処理された交通違反の件数が明らかになると

認められる。

次に、当該件数が明らかになることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがあるか否かについて検討する。

諮問実施機関の説明によると、交通取締りは、各警察署等の管轄区内における交通

違反及び交通事故の実情、住民の要望及び苦情、取締りに適した場所の有無等勘案し、

実施するものであり、各警察署等における取締り体制の強弱、重点的に取り締まる違

反種別等が反映されるとのことである。

そして、交通取締りの対象となる交通違反は、道交法第８章に規定する罰則が適用

されうることから、各警察署等における取締り体制の強弱、重点的に取り締まる違反

種別に係る情報は、犯罪の捜査等に係る情報としての側面を有するものと認められる。

また、各警察署等における取締り体制の強弱、重点的に取り締まる違反種別が明ら

かになると、取締り体制の弱い警察署管内での交通違反行為、又は取締り件数の少な

い交通違反行為を助長し、又は誘発するおそれがあるという諮問実施機関の説明には

相当の理由があると認められる。

したがって、当該件数は、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報であると認

められ、条例第７条第４号の不開示情報に該当する。

以上のことから、本件行政文書全体を不開示とした本件決定は妥当であると認めら

れる。

４ 結 論

以上の事実及び理由により、条例第７条第２号及び第６号該当性を判断するまでも

なく、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。
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（別 紙）

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成２３年１２月１５日 ・ 諮問実施機関から諮問を受けた。

平成２４年 ２月１６日 ・ 諮問実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成２８年 ３月１１日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９３回審査会） ・ 事案の併合を行った。

平成２８年 ４月２８日 ・ 諮問実施機関から不開示理由等を聴取した。

（第１９４回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成２８年 ５月２６日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９５回審査会）

平成２８年 ６月２３日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９６回審査会）

平成２８年 ７月２８日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第１９７回審査会）

平成２８年 ８月１２日 ・ 諮問実施機関に対して答申を行った。
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